
 

 

「神奈川県保健医療計画」中間見直しの方向性について 

 

１ 中間見直しについて  

(1) 経緯 

○ 医療計画は、在宅医療その他必要な事項について、３年ごとに調査、分析及び評

価を行い、必要がある場合は変更が可能(医療法第30条の６)。 

○ 本年４月、国から５疾病・５事業及び在宅医療に係る見直しの視点を盛り込んだ

「医療計画作成指針」の改定版が示された。 

(2) 中間見直しに係る県の方針 

  これまでの計画の進捗状況も踏まえつつ、新型コロナウイルス感染症への対応を最

優先とする観点から、同時期に改定予定の「かながわ高齢者保健福祉計画」（介護保

険事業（支援）計画）との整合性を図るなど、必要最小限の見直しを実施する。 

(3) 新型コロナウイルス感染症を踏まえた計画の見直し 

   今回の中間見直しでは反映できないが、適切な時期に成果や課題を検証し、感染症

予防計画や新型インフルエンザ等対策行動計画など関連計画との整合性を図りつつ、

盛り込むべき内容等を精査していく予定である。 

 

２ 見直しのポイント 

(1) 介護保険事業（支援）計画等の関連計画との整合性の確保 

同時期に改定又は見直しを行う関連計画との整合性を確保する。 

特に「かながわ高齢者保健福祉計画」との整合性については、医療と介護の一体的

整備を推進する上で重要なものであることから、国保データベース（KDB)システムを

活用して現状分析の精緻化を図ったうえで、将来の医療需要について、外来医療での

対応を目指す部分、訪問診療での対応を目指す部分と、介護サービス（施設サービス、

居宅サービス）での対応を目指す部分について県と市町村とで調整を行うとともに、

地域医療構想調整会議等で協議を行うことにより検討を行うこととする。 

(2) 基準病床数の見直し検討 

   基準病床数の見直しの要否を含め、全地域で検討する。 

(3) 災害拠点精神科病院の指定に係る計画への位置付け 

本年４月１日に神奈川県立精神医療センターを災害拠点精神科病院として指定した

ことに伴い、計画に位置付ける。 

 

３ 今後のスケジュール 

時期 会議等 内容 

９月30日 第２回保健医療計画推進会議 

素案の協議・検討 10月中 県医療審議会（書面開催） 

11～12月 
第２回地域医療構想調整会議 

第３回定例会（常任報告） 素案を報告 

12～１月 パブリックコメント募集 素案に対する意見募集 

１～２月 第３回地域医療構想調整会議 
改定案の協議・検討 

２～３月 第３回保健医療計画推進会議 
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時期 会議等 内容 

２～３月 第１回定例会（常任報告） 
改定案を報告 

３月 県医療審議会 

４月１日 改定計画公表  

 


